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平成１８年度町政執行方針（要旨） 
～自立・持続する町づくりを目指して～ 

 
町政運営の基本理念である「町政の取り組みは、あくまでも町民生活

と町民の目線から出発し、その成果は、すべて町民に期すべきもの」と

の考えを基本に、国の三位一体改革の状況を踏まえ、財政の健全性の確

保に留意しつつ、個性と工夫に満ちた魅力ある町づくりへの対応、公平

で安心な高齢者社会・少子化対策等の課題に重点的に取り組むとともに、

町の活性化と住民福祉の向上を町民の視点から推進し、町民が主役の町

づくりに積極的に取り組みます。 
このため、自己決定と自己責任という地方分権の原則の下、豊浦町第 3

次行政改革大綱の推進計画を確実に実行するため、行政改革推進町民会

議を設置して、町の将来にわたる全ての分野について見直しをいただい

ている最中ですが、町民会議の意見を尊重し、見直せるものは平成 18年
度予算編成に盛り込んでいます。 
 
1、自立のための町づくり 
本町は「自立・持続する町づくり」に取り組んでいます。 
そのための条件である「町民協働」「職員育成」「行財政改革」「広域連

携」を一層推進していく必要があります。 
現行の第 4次総合計画基本構想及び基本計画は、平成 19年度までとな

っていますので、次期計画策定に向けて、遅滞なく準備を進めてまいり

たいと考えています。 
 

2、子育て支援・就労支援・安心支援 
 子育て家庭が安心と喜びを持って子育てに当たられるよう、「地域全体

で支援しなければならない」という認識のもと、少子化対策の諸施策を

展開します。 
 具体的には、安心して出産、子育てができる「子育て支援」であり、

幼保一元化や放課後児童クラブ(学童保育)の充実といった「就労支援」で
あり、更に町民が健康で災害や犯罪などからも安心して暮らせる、いわ
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ゆる「安心支援」であります。これら 3 つの支援事業を「少子化対策の
キーワード」として、その実現に努めてまいります。 
 
3、産業の振興 
基幹産業である農業は、平成 15年度に日本最大級の大規模いちご生産

団地を整備し、平成 17年度には大規模 SPF養豚農場を整備しました。 
本年から本格的な生産出荷体制が整い、これにより町全体で年間 3 万

数千頭を出荷し、10億円産業として大きな躍進を遂げることとなります。 
また、酪農では畜産担い手育成総合整備事業(平成 17年度から 4ヶ年)

の導入により、草地造成や畜舎など施設整備に取り組んでいます。 
こうした大規模な基盤整備を行うことにより、新しく農業生産法人が

設立され、これにより雇用の場が創設されました。また、新規就農支援

制度により町外から就農してくる人が増えたことも、大きな成果となっ

ており、今後も継続して基盤整備を進めてまいります。 
本町の漁業は、つくり育てる漁業を推進する考えから、ホタテ貝養殖

を中心に、カキ貝の養殖振興、さけふ化放流、ウニ・アワビの資源管理

を推進し経営の安定を図ります。また、生産基地としての漁港の整備促

進に取り組みます。 
企業誘致につきましては、新たな企業を呼び込むというのは経済情勢

や交通アクセス面からも苦戦をしておりますが、平成 16年度から企業誘
致条例、起業化支援条例を立上げており、地場で起業ができるような環

境づくりを、廃校施設の利活用対策も視野に入れながら進めてまいりま

す。 
観光面においては、昨年、観光協会が NPO法人化し、自然環境や地理

的条件を生かした体験型観光への誘客増加が期待され、今後は、町全体

で観光客を積極的に誘致できるよう、具体的な検討をしたいと考えてい

ます。 
 

4、保健・医療・福祉 
保健と医療と福祉は、一体化して取り組まなければならない本町の重

要課題の一つです。 
特に町立国保病院の運営は、本町の地域医療の根幹に関わる重要な問

題であり、関係機関と連携を図りながら、町民が安心して暮らせる医療
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体制の確保に努力します。 
また、高齢者の多い町である特徴を生かし、健康づくりの推進、疾病

予防、自立支援を基本とし、高齢者一人ひとりが健康で、生きがいを持

ち、持てる力を発揮し、地域の一員として活躍できる体制づくりに努め、

豊浦型福祉の創造を目指します。 
 

5、教育振興 
子どもが社会性を身につけるのは家庭と地域であり、学校はその延長

線で知識や技能を習得していく場です。 
このため家庭、地域、学校の連携を深めるとともに学習情報の提供や

集団教育や集団保育による子どもの豊かな育ちを保障します。また、乳

幼児期から保護者も含めた教育が重要と考えられることから、学校統合

や幼稚園と保育所の一元化施設の建設に取り組み、子育て支援体制の実

現に努めます。 
 
6、民意の反映 
財政状況が厳しくなればなるほど、財政運営は町民の意見を反映した

ものでなければなりません。広報紙等による財政状況等の積極的な情報

提供に努めるとともに、町づくりの目標を町民みんなで共有することが

重要です。そのため、重要な施策の部分では意見を交わし、町民が参加

する町政、受益と負担が均衡する町政の実現を目指します。 
 
7、元気な役場・元気な地域 
 これまで申し述べた施策を実現していくためには、役場職員と役場が

元気であることが必須の条件です。役場の組織と職員の活力を引き出し、

地域の方々の協働を得ることが、町の活力を呼び起こすものと考えてい

ます。地域の活力を高め、町が元気になるよう全力で取り組みます。 
 
 
8、自立・持続する町づくりを目指して 
町民が主役の町づくりは、町づくりの目標を共有しながら諸課題の解

決に向け取り組むことが重要であり、町民参加と行動が必要であると考

えます。 
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町外の人が豊浦町に行ってみたい、来てよかったと感じ、そして、そ

こに住む町民が豊浦町に暮らすことを誇りに思えるよう、最大限の努力

と挑戦を続けるつもりです。 
最後に、自立を選択した当事者として行政改革を行いながら、町民の

皆様とともに本町の限りない発展をめざし、全力で町政の執行に当たり

ますので、町民の皆様方のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、町

政執行方針とします。 
 
 
 
       平成１８年３月２日 
 

             豊浦町長  工 藤 國 夫 
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（単位：千円、％）

増減額 増減率

4,631,000 4,575,000 56,000 1.2

簡 易 水 道 事 業 295,515 493,281 △ 197,766 △ 40.1

公 共 下 水 道 事 業 329,833 355,040 △ 25,207 △ 7.1

国 民 健 康 保 険 事 業 702,504 682,134 20,370 3.0

老 人 保 健 事 業 1,070,595 938,982 131,613 14.0

介 護 保 険 事 業 404,526 428,483 △ 23,957 △ 5.6

総 合 保 健 福 祉 施 設 事 業 246,957 249,855 △ 2,898 △ 1.2

国 民 健 康 保 険 病 院 事 業 942,222 1,125,692 △ 183,470 △ 16.3

8,623,152 8,848,467 △ 225,315 △ 2.5合　　　　計

一　　般　　会　　計

特
　
別
　
会
　
計

対前年比

平成１８年度 平成１７年度会　　　　　計

 平成１８年度当初予算の全会計予算規模は、８６億２，３１５万円で前

年度と比較して２億２，５３１万円、２．５％の減となっております。 
 会計別に見ますと、一般会計では、予算規模４６億３，１００万円で前

年度と比較すると５，６００万円、１．２％の増となっております。特別

会計全体では、３３億９，２１５万円で前年度と比較すると８億８，１３

１万円、６．６％の減となっております。 

１ 全会計の予算の状況 
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  ※昨年度予算との比較による。 
【内部経費】 

・ 町長等特別職の給与減額（５％） 
・ 特別会計への繰出金の抑制 
・ 特殊勤務手当、旅費の改正 
・ 非常勤特別職（各種委員）の報酬減額 
【事務事業の見直し】 

・ 消防後援会負担金の廃止 
・ 町の広報紙のカラー印刷から一色刷りへ 
・ 各地域集会施設の管理委託 
・ 循環福祉バスの利用年齢制の撤廃及び有料化 
・ 公営住宅駐車場料金の有料化 

 
 

  ８，１１２万円 

   内訳は、  人件費 １，７７３万円 
         物件費 ４，９７３万円 
         補助費 １，３６６万円 

 第３次豊浦町行政改革大綱に掲げる目標等について、平成１８年度当初

予算において持続可能かつ弾力性のある健全な財政運営を図るため、以下

のとおり行政改革を行いました。 
 対前年度予算ベースによる効果額は８，１１２万円となっております。

 また、行政改革を円滑かつ強力に推進するために平成１５年度より行政

改革推進町民会議を設置しており、平成１８年度中に自立に向けた見直し

案を町長へ答申することとなっております。 

２ 行政改革における効果 
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町 税

地 方 譲 与 税

地 方 交 付 税
分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 ・ 道 支 出 金

財 産 収 入

繰 入 金

そ の 他

町 債

使用料及び手数
料,

 156,205千円
国・道支出金,
 542,947千円

財産収入,
 55,667千円

繰入金,
 411,000千円

その他,
 107,905千円

町　債,
659,300千円

町税,
 340,744千円

地方譲与税,
129,200千円

分担金及び負担
金,

178,032千円

地方交付税,
2,050,000千円

 歳入の内訳を各款別に見てみますと、地方交付税が４４．３％を占め、以下町債

１４．２％、町税７．４％となっています。 

 前年度に比較してみますと、減収の主なものは、地方交付税が５，０００万円（２．

４％）の減、道支出金が５，６４５万円（２９．２％）の減、繰入金が１億６１３

万円（２０．５％）の減となっています。 

 増収の主なものは、分担金及び負担金で１億５，２２１万円（５８９．６％）の

増、国庫支出金は６，３４５万円（１８．５％）の増となっており、実質的な比較

では、５，６００万円、１．２％の増となっています。 

３ 歳入予算の概要 

平成１８年度歳入予算 
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＜参考＞ 
 過去４年間の当初予算額の推移となっています。 
本町の歳入の大半を占める地方交付税が年々、減額となっていること

がわかります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（歳 入） （単位：千円）

平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 平成14年度

 1. 町 税 340,744 344,659 328,986 344,252 359,348

 2. ゴルフ場利用税交付金 180 200 800 500 800

 3. 利 子 割 交 付 金 2,000 1,700 3,500 4,000 4,000

 4. 配 当 割 交 付 金 200 200 1

 5. 株式等譲渡所得割交付金 100 1 1

 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 40,000 45,000 41,000 40,000 47,000

 7. 地 方 譲 与 税 129,200 115,200 108,800 100,000 100,000

 8. 自動車取得税交付金 35,000 35,000 36,000 43,000 43,000

 9. 地 方 特 例 交 付 金 8,500 8,500 9,000 9,000 9,000

10. 地 方 交 付 税 2,050,000 2,100,000 2,250,000 2,300,000 2,530,000

11. 交通安全対策特別交付金 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000

12. 分 担 金 及 び 負 担 金 178,032 25,816 2,048 49,336 35,403

13. 使 用 料 及 び 手 数 料 156,205 155,257 154,342 157,216 151,478

14. 国 庫 支 出 金 406,345 342,887 663,469 489,606 117,755

15. 道 支 出 金 136,602 193,058 167,956 271,741 265,523

16. 財 産 収 入 55,667 111,474 30,614 32,979 47,443

17. 寄 附 金 1 1 1 1 1

18. 繰 入 金 411,000 517,133 995,303 385,349 283,359

19. 繰 越 金 1 1 1 1 1

20. 諸 収 入 20,723 19,813 26,378 26,719 29,289

21. 町 債 659,300 557,900 798,800 667,300 430,600

4,631,000 4,575,000 5,618,000 4,922,000 4,455,000歳 　入 　合 　計

区　　　　　分

歳　入　予　算　の　推　移
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平成18年度

議 会 費 48,108千円

総 務 費 181,167千円

民 生 費 490,186千円

衛 生 費 705,198千円

農林水産業費 729,740千円

商 工 費 90,102千円

土 木 費 655,612千円

消 防 費 170,551千円

教 育 費 233,805千円

公 債 費 740,259千円

そ の 他 586,272千円

農林水産業費, 729,740
千円

総務費,
 181,167千円

議会費,
48,108千円その他,

586,272千円

公債費,
 740,259千円

教育費,
 233,805千円

消防費,
 170,551千円

土木費,
 655,612千円

商工費,
 90,102千円

衛生費,
705,198千円

民生費,
490,186千円

 

 歳出の内訳を各款別に見てみますと、最も大きいのは、公債費の７億４，０２５

万円で歳出全体の１６％を占め、続いて農林水産業費、衛生費、土木費、給与費の

順となっています。 

 前年度と比較してみますと、増減の主なものは、総務費が東雲町宅地造成事業完

了等により１億１，８５４万円、３９．６％の減となっている一方、農林水産業費

は畜産担い手育成総合整備事業、高岡パークゴルフ場造成事業などにより３億７，

５１２万円の増となっております。 

 性質別では、増減の主なものは、普通建設事業費が１億６，９４４万円（１５％）

の増、維持補修費は１，９８５万円（２２．２％）の増、人件費は１，７７２万円

（２．８％）の減、物件費は４，９７２万円（９％）の減、公債費は５，２１１万

円（６．６％）の減となっています。 

４ 歳出予算の概要 

平成１８年度歳出予算（目的別）
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人　件　費 605,401千円
物　件　費 505,541千円
維持補修費 109,436千円
扶　助　費 218,753千円
補 助 費 等 537,119千円
普通建設事 1,297,034千円
公　債　費 740,259千円
繰　出　金 605,648千円
そ　の　他 11,809千円

普通建設事業費,
1,297,034千円

公　債　費, 740,259千円

繰　出　金, 605,648千円
人　件　費, 605,401千

そ　の　他, 11,809千円

維持補修費, 109,436千円

扶　助　費, 218,753千円補 助 費 等, 537,119千円

物　件　費, 505,541千

＜参考＞ 
 過去４年間の当初予算額の推移となっています。 

（歳 出） （単位：千円）

平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 平成14年度

 1. 議 会 費 48,108 53,178 55,418 59,809 62,491

 2. 総 務 費 181,167 299,716 329,882 302,374 241,816

 3. 民 生 費 490,186 474,932 468,503 483,408 397,495

 4. 衛 生 費 705,198 764,164 703,265 826,642 892,582

 5. 農 林 水 産 業 費 729,740 354,615 686,779 778,998 410,748

 6. 商 工 費 90,102 140,897 269,119 339,053 198,158

 7. 土 木 費 655,612 678,859 1,469,806 373,879 286,167

 8. 消 防 費 170,551 168,487 183,612 219,006 343,212

 9. 教 育 費 233,805 254,337 225,275 244,890 273,662

10. 災 害 復 旧 費 8 8 8 8 7

11. 公 債 費 740,259 792,376 607,232 630,831 629,865

12. 給 与 費 581,864 590,231 615,601 659,551 710,736

13. 予 備 費 4,400 3,200 3,500 3,551 8,061

4,631,000 4,575,000 5,618,000 4,922,000 4,455,000歳 　出 　合 　計

区　　　　　分

歳　入　歳　出　予　算　の　推　移

 

平成１８年度歳出予算（性質別）
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《第４次豊浦町総合計画のまちづくりに沿って作成しています。》 

１ 暮らしを守る安定した基盤をつくるまちづくり 
（１） 都市環境の整備 
 
◎ 本町地区まちづくり事業【担当課：建設課】 

道道美和豊浦停車場線と一体として下町どおりの整備を行う。 
事業費：９４，４６０千円 
 財源内訳 国   ：３７，０００千円 
      起債  ：５４，３００千円 

    一般財源： ３，０６０千円 
 
 
 
 
 
 
 

町道幸町桜線

　改良舗装　Ｌ＝110ｍ

用地補償

13戸　237㎡

ふるさとドーム 豊浦駅

道々美和停車場線 町道幸町幸浜線

　改良舗装　Ｌ＝30ｍ 　改良舗装　Ｌ＝20ｍ

地域交流セ
ンター

農協

郵便局

役場

事業実施箇所図 
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◎ 道路整備事業【担当課：建設課】 

改良してから３０年余り経過しており、狭小であり損傷も著しく、 
生徒の通学路ともなっていることから、交通安全の為に改良舗装する。 

 
＜対象路線＞ 
豊浦中学校線改良舗装事業 
船見町線舗装補修事業 
 
＜事業費＞ ９６，６２９千円 
    財源内訳 国   ：４８，０００千円 
         起債  ：４２，０００千円 
         一般財源： ６，６２９千円 
 
 
 

 

豊浦中学校線改良舗装事業

Ｌ＝150ｍ

船見町線舗装補修事業

舗装　Ｌ＝240ｍ

役場

出光
スタンド

シェル

スタンド

やまび
こ

国保病
院

中央公
民館

スポーツ

センター

町民グランド

 
 
 

事業実施箇所図 
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◎ 河床整備事業【担当課：建設課】 

（対象河川：目名川、アクシナイ川、壮滝別川） 
 経年により堆積した土砂を取り除き、川の流れをスムーズにし、

災害を未然に防ぐ。 
 
＜事業費＞ ９６０千円 
 
 
 
 

礼文華川

長万部方面

目名川河床整備事業

　　河床掘削　Ｌ＝500ｍ

　　　

大岸方面

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業実施箇所図 
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アクシナイ川河床整備事業

　　河床掘削　Ｌ＝60ｍ

役場

海岸町
団地

共同作業所

 
 
 
 
 

　　　壮滝別川河床整備事業

　　　　　河床掘削　Ｌ＝22ｍ

山梨小学校

集落

川村宅

門脇宅

 

事業実施箇所図 

事業実施箇所図 
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◎ 公営住宅整備事業【担当課：建設課】 

 ・ 浜町団地公営住宅建設（１棟、１２戸、３階建） 
 ・ 公営住宅解体工事（浜町団地、３棟、１２戸） 
 ・ 公営住宅水洗化改善工事 
      はまなす団地（大岸） ３棟、１２戸 
      礼文華第１団地    ２棟、８戸 
・ 公営住宅高齢化改善工事 

        船見が丘第２団地   ２棟、８戸 
＜事業費＞ ３５５，６１６千円 
    財源内訳 国   ：１２８，３２１千円 
         起債  ：１５６，５００千円 
         一般財源： ７０，７９５千円 
 

 
◎ 公営住宅改修事業【担当課：建設課】 

・ 改修事業（屋根葺替、外壁塗装） 
        船見が丘第３団地（１棟、１２戸） 

・ 屋根塗装事業 
        朝日台団地（３棟、１２戸） 

＜事業費＞ ２０，０１３千円 
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２ 連携･複合支援による産業の振興を図るまちづくり 
（１） 産業の振興 
 
◎ 資源循環型輪作体系確立振興事業【担当課：産業振興課】 

畑作経営基盤の強化推進を図るため、輪作体系上、欠かすことがで 
きない小麦の作付けを推進する。 

 
＜事業費＞１０，４７４千円 
    財源内訳  起債 ：５，２００千円 
         一般財源：５，２７４千円 

 
  ＜事業内容＞ 汎用コンバイン  １台 
         播種機      ２台 
         鎮圧機      １台 
         格納庫      １棟 
  ＜事業主体＞ 豊浦町麦作利用組合 
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◎ 試験研究事業【担当課：産業振興課】 
  地域内で発生する未利用資源である水産系雑物を単に処分するだけ

でなく、堆肥化の試験研究を通じリサイクルを推進し、地域農業にお

ける有効活用を図る。 
＜事業内容＞ 
 ・ ホタテ貝付着物資源化検討試験 
 ・ 未利用資源地域循環型堆肥化実証試験 
 事業主体：とうや湖農業協同組合 
＜事業費＞ 
 ・ ５３０千円 
 
◎ 中山間地域直接支払交付金事業【担当課：産業振興課】 
  平成１３年度より礼文華地区を中心に実施している事業で、耕作放

棄地の解消や担い手の育成などを実施する。 
＜事業内容＞ 
 ・ いちご観光農園 
 ・ 廃プラスチック等の処理 
 事業主体：礼文華農業未来の会 
＜事業費＞ 
 ・ ５，２４８千円  
   財源内訳  国   ：２，５３７千円 
         北海道 ：１，３５５千円 
         一般財源：１，３５６千円 
 
 
◎ 地力維持増産奨励対策事業【担当課：産業振興課】 
  土づくり対策として、緑肥作物のすき込みにより地力の増進を図り、

生産性の向上に資するための緑肥作物種子購入に係る助成。 
＜事業内容＞ 
・ えん麦ほか  ２１戸   ３９．３ha 

 ・ ひまわり    ２戸    ０．６ha 
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事業主体 とうや湖農業協同組合 
＜事業費＞ 
 ・ ９０８千円 
 
◎ 施設栽培生産安定対策事業【担当課：産業振興課】 
  本町の特産であるイチゴは施設栽培を中心に行われているが、近年

土壌病が多発しており地力回復等の面から客土行うことに助成する。 
＜事業内容＞ 
 ・ ハウス２０棟分の客土 
 事業期間：平成１７年度～平成１９年度 
 事業主体：とうや湖農業協同組合 
＜事業費＞ 
 ・ １，０３９千円 
 
 
 
◎ 牛舎環境改善・整備事業【担当課：産業振興課】 
  豊浦町の乳牛の平均乳量は全道平均を上回っているものの、生産効

率を上げ経済的に有利に展開していくために牛に対する環境ストレス

の解消が必要であるため、環境改善に係る経費の一部を助成する。 
＜事業内容＞ 
 ・ 牛舎の強制換気、飼槽改造、牛床改造など 
 ・ 実施戸数 延べ１６戸 
 事業期間：平成１６年度～平成１９年度 
 事業主体：とうや湖農業協同組合 
＜事業費＞ 
 ・ ４，２９５千円 
 
◎ 畜産担い手育成総合整備事業【担当課：産業振興課】 
  粗飼料の生産量や品質低下から、酪農家の経営はより厳しさを増し

ており基盤を整備していくことが急務となっている。４年間の事業に

より草地の更新と併せて施設整備に対し支援する。 
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＜事業内容＞ 
 平成１８年度分 
 ・ 草地造成・整備   ２４３．９３ha 
 ・ 畜舎新築  
 事業期間：平成１７年度～平成２０年度 
 事業主体：北海道農業開発公社 
＜事業費＞ 
・ ２６３，５８２千円 

 
◎ 種苗放流事業【担当課：産業振興課】 
  本町特産の資源の維持増大を図るため放流事業を行う。併せて資源

確保のための監視や調査を併せて行う。 
＜事業内容＞ 
 ・ キタムラサキウニ  １２４千個 
 ・ さけの稚魚   ６，９００千尾 
 ・ あわび人口種苗    １５千個 
 ・ ヒトデの駆除 
 ・ ウニ礁効果調査、資源量調査 
＜事業費＞ 
 ・ ５，８５０千円 
 
◎ 大岸地区漁港漁場高度化事業【担当課：産業振興課】 
  大岸漁港内の静穏度を確保するため、南防波堤の先端に突堤を設置

することに対し北海道が事業主体となり事業費の１／１０を本町が負

担する。 
＜事業内容＞ 
 ・ 突堤の設置   ３５ｍ 
 ・ 西護岸改良   ２５ｍ 
 事業期間：平成１７年度～平成１８年度 
 事業主体：北海道 
＜事業費＞ 
 ・ ２２，０００千円 
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◎ 礼文華漁港拡張整備事業【担当課：産業振興課】 
  漁業生産基盤の根幹をなす漁港整備を促進し、漁業経営の安定化を

図る。 
＜事業内容＞ 
 ・ 南防波堤胸壁   ８５ｍ、 ・ 西護岸  １００ｍ 
 事業期間：平成１６年度～平成２０年度 
 事業主体：北海道 
＜事業費＞ 
 ・ １，６００千円 
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◎ ２１世紀北の森づくり事業【担当課：産業振興課】 
  森林の多面的機能を生かすべく無立木地における広葉樹などを造林

する。 
＜事業内容＞ 
 ・ 植樹面積   ６０ha 
 事業期間：平成１５年度～平成１９年度 
＜事業費＞ 
 ・ １３，８００千円 
  財源内訳  北海道 ： ８，６８８千円 
        一般財源： ５，１１２千円 
 
 
◎ 町有林整備事業【担当課：産業振興課】 
  森林の資源の充実、木材生産の経済機能と環境維持の公益的機能の

発揮のため維持管理を行う。 
＜事業内容＞ 
 ・ 殺鼠剤（空中散布用）  ２３ｋｇ 
 ・ 新植   ５ha 
 ・ 下刈  ２７．９６ha 
 ・ 除間伐 １５．３２ha 
 事業期間：平成１４年度～平成１９年度 
＜事業費＞ 
 ・ １１，４９５千円 
 
◎ 森林管理道新富線開設事業【担当課：建設課】 
  新富地区の町道延長を整備することにより造林・間伐及び森林施工

が促進される。 
＜事業内容＞ 
 ・ 立木補償 
 ・ 道路改良（L＝５００ｍ） 
 事業期間：平成１６年度～平成１９年度 
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＜事業費＞ 
 ・ ５０，４６８千円 
 

森林管理道新富線開設事業

　改良舗装　Ｌ＝450ｍ

谷岡宅

新富小学校

 

 
◎ 新規就農者支援事業【担当課:産業振興課】 
  新たな農業を営む安定的な発展と活力ある農村社会の形成に参画し

ようとする新規就農希望者に対しての貸付等の助成。 
＜事業内容＞ 
・ 研修費貸付金 

 ・ 農業経営開始時等に係る助成 
＜事業費＞ 
 ・ ６，４４９千円 
 
 
 
 

事業実施箇所図 
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◎ いちご商品開発事業 【担当課:産業振興課】 
  本町の地域ブランド「豊浦イチゴ」の商品化を研究する経費と商標

登録をするための経費を助成する。 
＜事業内容＞ 
・ 商標登録する経費 

 ・ 商品開発 
＜事業費＞ 
 ・ １，２１５千円 
 
◎ 遺伝子病撲滅対策事業 【担当課:産業振興課】 
  近年、遺伝子病の情報も明らかにされてきた為、牛の血液検査等を

行い早期個体を確認することにより経済的なダメージを軽減する。 
＜事業内容＞ 
・ 血液検査 
＜事業費＞ 
 ・ ３０５千円 
 
◎ 養豚地域防疫対策事業【担当課:産業振興課】 
  豚舎等を洗浄消毒の充実のための機器導入、助成。 
＜事業内容＞ 
・ 洗浄消毒機 １台   
・ 石灰塗布機 １台 
・ 換気送風機 １０台 
＜事業費＞ 
 ・ １，１００千円 
 
◎ その他の事業【担当課：産業振興課】     
 カッコ内は事業量等 
・ とうや湖広域ヘルパー利用推進事業（利用戸数１３戸、ヘルパー 

  ２名） 
 ・ 乳牛検定推進対策事業（１２戸、５００頭）  
 ・ とうや湖和牛優良精液確保対策事業（対象和牛 ６０７頭） 
 ・ 黒毛和種優良育種価牛導入保留事業（導入頭数 １３頭） 
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 ・ 公共牧場広域利用推進事業（乳牛５０頭、馬４頭） 
 ・ 国営施設維持管理負担金事業（大原地区） 
 ・ 水産物消費拡大促進事業（ほたて、カキ販路拡大） 
 
 
 
（２） 観光事業の推進 
 
◎ 高岡パークゴルフ場造成事業【担当課：産業振興課】 
 
・ ２７ホール（コース延長 １，４５８ｍ） 

＜事業費＞２２１，７８１千円 
    財源内訳 国   ： ５２，５００千円 
         起債  ：１６０，８００千円 
         一般財源：  ８，４８１千円 
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◎ 移住体験事業【担当課：企画調整課】 

本町への長期・短期滞在をＰＲし、移住促進を図る。 
事業費：３，９６８千円 

＜事業内容＞ 
・ 住宅の維持管理経費 
・ パンフレットの作成 
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３ 健康で安心して暮らせるまちづくり 
（１） 保健の充実 
◎ 保健予防事業【担当課：保健センター】 
  年代に応じた各種検診事業に取り組む。 
＜事業内容＞ 
 ・ エキノコックス検診 
 ・ 骨密度検診 
 ・ 生活習慣病検診 
 ・ 胃がん検診 
 ・ 乳がん検診 
 ・ 子宮ガン検診 
 ・ 肺がん検診 
 ・ 大腸がん検診 
 ・ 結核検診 
 ・ ＭＲＩ検診 
 ・ 前立腺がん検診 
 ・ 歯科検診 
＜事業費＞ 
 ・ １２，０７６千円 
 
 
◎ 温泉を活用した健康づくり事業【担当課：保健センター】 
  「健康とようら２１」の計画に沿った町民が健やかで心豊かに生活

できる活力ある社会を目指すため、前年度に引き続き健康づくり教室

を開催する。 
 
＜事業内容＞ 
 ・ 健康づくり講師による運動など 
＜事業費＞ 
 ・ ３７０千円 
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◎ 子育て支援センター運営事業【担当課：民生課】 
  次世代行動計画にある「子育て支援センター」を児童館に開設し、

保育所や幼稚園に通っていない幼児や保護者の集える場の提供を図る。 
 
＜事業内容＞ 
 ・ 専門保育士による遊びや子育て相談など 
＜事業費＞ 
 ・ ３，５２１千円 
 
 
 
 
 
 
◎ 老人・障害者等に対する措置費【担当課：民生課】 
  老人や障害者に対して国・道・豊浦町で助成する。 
＜事業内容＞ 
・ 老人医療費 
・ 施設入所措置費 
・ 重度心身障害者医療費 
・ 重度心身障害者日常生活用具給付費 

 ・ 補装具給付費 
 ・ 施設訓練等支援費 
＜事業費＞ 
 ・ １１８，２６２千円 
 
◎ 障害者基本計画・福祉計画策定【担当課：民生課】 
  障害者自立支援法の施行に伴い、本町において基本計画を作成する。 
＜事業内容＞ 
・ 計画策定委託料 
＜事業費＞ 
 ・ ３，３６０千円 
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４ 豊かな心と学ぶ意欲を育てるまちづくり 
 

◎ 豊浦町放課後児童対策事業【担当課：生涯学習課】 
  保護者の共稼ぎ等による留守家庭の放課後等対策を公設民営として

放課後児童保育所を設置し、児童の健全育成と福祉の向上を図る。 
＜事業内容＞ 
 ・ 委託料（青空保育園） 
＜事業費＞ 
 ・ ３，８８７千円 
 
◎ 中央公民館・スポーツセンター改修事業【担当課：生涯学習課】 
  老朽化が著しい施設を整備する。 
＜事業内容＞ 
 ・ 中央公民館    防水工事  1,211㎡ 
 ・ スポーツセンター 軒天補修  122㎡ 
＜事業費＞ 
 ・ １７，４４３千円 
 
◎ 豊浦町児童生徒安全推進事業【担当課：生涯学習課】 
  児童生徒の防犯体制の整備を行う 
＜事業内容＞ 
 ・ 防犯看板の設置 
 ・ ステッカー、ジャンバーの作成 
 
＜事業費＞ 
 ・ ６０３千円 
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１ 本町の各種指数の推移 
（単位：％、千円）

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

0.158 0.153 0.159 0.164 0.172

4.6 1.8 2.5 3.0 0.7

75.5 80.7 83.6 86.5 87.8

8.6 8.3 6.6 9.2 10.1

19.2 16.9 17.9 23.1 22.5

6.1 5.1 3.5 3.3 5.5

97.7 97.5 97.7 96.5 93.4

財政調整基金 539,113 540,767 584,596 620,915 605,128

減債基金 1,822,678 1,726,734 1,654,523 1,569,540 1,417,557

特定目的基金 2,595,599 2,531,488 2,389,342 2,425,678 2,255,255

計 4,957,390 4,798,989 4,628,461 4,616,133 4,277,940

6,042,473 5,925,907 5,747,076 5,670,312 6,224,946地方債現在高

積立金

財政力指数

実質収支比率

経常収支比率

公債費比率

公債費負担比率

起債制限比率

ラスパイレス指数
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※用語について 
＜財政力指数＞ 
ある年度の地方自治体の基準財政収入額を基準財政需要額で除した指標で、これが

１．０を下回れば地方交付税の交付団体であり、１．０を上回れば不交付団体である。

指標としては三年度間の平均値を用いる。 
 財政力指数と言っても、地方税の収入能力がどの程度か、地方交付税に依存する度

合いがどの程度かを示すにとどまる指標である。 
財政力指数が小さいほど地方税の収入能力は低く、交付税への依存度は高いという

ことになる。 
 
＜実質収支比率＞ 
実質収支比率とは、標準財政規模に対する実質収支の割合をいいます。実質収支は、

その年度に属すべき収入と支出の実質的な差額（形式収支から繰越すべき財源を差し引

いたもの）、つまり市町村の「黒字」または「赤字」を意味します。 

  一般的には、3～5％程度が望ましいとされています。 

 
＜経常収支比率＞ 
  地方自治体の財政の弾力性を示す指標として利用されている。総務省の指導としては、

道府県で八〇％、市町村で七五％を上回らないことが望ましいとされている。  
経常経費の主なものは、まず人件費であり、扶助費であり、公債費である。このほか物

件費、補助費、維持補修費、繰出金のなかの経常経費部分も大きい。つまりこれら経常的

支出に充てられた経常一般財源がどの程度の割合になるか、また経常一般財源の残余は

どの程度になるかをつかむための指標なのである。 

 

＜公債費比率＞ 

自治体の毎年度の公債費に充当された一般財源の、標準財政規模（制度的に与えら

れた経常一般財源の額）に対する比率である。 
 
＜公債費負担比率＞ 
公債費に充当された一般財源の、一般財源総額に対する割合をいい、その率が高い

ほど、財政運営の硬直性の高まりを示す指数です。 
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＜起債制限比率＞ 
公債費から地方交付税で措置される公債費を差し引いた値を、標準財政規模から地

方交付税で措置される公債費を差し引いた値で割った数値の、過去３ヵ年の平均値で

す。 
 ２０％を超えると地方債の許可が一部制限されます。 

 
＜ラスパイレス指数＞ 
地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表（一）の適用職員の俸給額

とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したもの

で、国を１００としたものです。 
 

２ 本町の人口の推移 
 

（単位：人、世帯）

平成１１年１月 2,535 2,782 5,317 2,314

平成１２年１月 2,479 2,757 5,236 2,302

平成１３年１月 2,464 2,732 5,196 2,322

平成１４年１月 2,421 2,693 5,114 2,315

平成１５年１月 2,480 2,782 5,262 2,482

平成１６年１月 2,444 2,684 5,128 2,443

平成１７年１月 2,358 2,631 4,989 2,396

平成１８年１月 2,279 2,578 4,857 2,333

世帯数区      分 男 女 計

 


